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高知県県営住宅全面的改善事業に伴う入居者移転等事務取扱要領（抜粋）

　（その他）

第10条　この要領により難いもの又はこの要領に定めのない事項は、その都度知事が定める。
附則

この要領は平成２６年６月２５日から施行する。

　附則

この要領は令和元年１０月１日から施行する。

　附則

この要領は令和３年１月１日から施行する。

　附則

この要領は令和３年５月１日から施行する。

　附則

この要領は令和７年５月２７日から施行する。
附則

この要領は令和７年９月２５日から施行する。
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附則

この要領は平成２６年６月２５日から施行する。

　附則

この要領は令和元年１０月１日から施行する。

　附則

この要領は令和３年１月１日から施行する。

　附則

この要領は令和３年５月１日から施行する。

附則

この要領は令和７年５月２７日から施行する。

　




